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世界遺産京都の文化的景観保全
― 国家戦略特区指定による建築許可制の提案 ー

田 尻 千 惠 子（会員、現代総有を考える会・関西）

キーワード　文化的景観、京町家、中高層ビル、条例制定の限界、地域マスタープラン、まちづくり組織
本稿の狙い　京町家が残る京都旧市街の文化的景観を保全するため、京都旧市街を国家戦略特区とした上で、建
築許可制を導入し、地域まちづくり組織による地域マスタープランを策定することを提案する。

学 術 論 文

はじめに－京都の文化的景観
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（以下「世界遺産条約」という。）は、文化的遺産及

び自然遺産とならんで「文化的景観」というジャンルを確立した。これは、世界遺産条約第１条「自然と
人間との共同作品」を具体化するもので①人間社会又は人間の居住地が、②自然環境による物理的制約の
なかで、③社会的、経済的、文化的な内外の力に継続的に影響されながら、④どのような進化をたどって
きたのかを例証するものをいう注1とされている。京都の景観を、文化的景観の要件にあてはめると、①
多くの神社仏閣、城、町家、堀、田園等により、公家、武家及び町衆といった都市住民の社会又は居住地
が、②三方の山々や鴨川、桂川などの自然環境による物理的制約の中で③都市住民による社会的、経済的、
文化的な内なる力と、建都や遷都、戦乱、文化の流入等による外力により継続的に影響されながら、④
1200年を超える歴史を積み重ねの中で、どのような進化をたどってきたのかを例証しているといえる注2。
京都市（本稿では「旧市街地」を対象とする。）はこのような優れた景観を維持発展するために、様々

な施策を行ってきたが、いまだ十分ではない。というより危機が一層進んでいるようにも見える。　
結論的に言うと現在の日本の法と条例によっては景観を守り切れない。この現行法の限界を超えるため

に「国家戦略特区」と「建築許可制」の採用を提案するというのが本稿の狙いである。

第一　京町家の保存
京都旧市街（上京区、中京区、下京区及び東山区）に集積する京町家は、平安時代の中期にその起源を

もち、江戸時代中期に形成されたとされている。次第に力を付けた町衆は、通りに面して商売を行い、仕
事を行うために京町家の原型を作り、その軒を連ね通りを挟み両側町を形成。町衆は、茶会、華道、句会
などを楽しむため、広い屋敷をしつらえ、新たな都市の居住文化を花咲かせた注3。紅柄格子と平入の瓦屋根、
そして通り庇などに見られるファサード、通り庭（道に面した出入口から続く細長い形状の土間）や火袋（細
長い形状の吹き抜け部分）、坪庭又は奥庭といった内部構成を持つ京町家は、京都固有の景観や文化を象
徴する注4。しかし、その京町家が、2009年に 47,735 件あったものが 2016年までに 5,602 件（調査不
能物件 1,987 件を除く）滅失注5。１年で 800件の減失がこのまま推移すれば、残り 40,146 件もあと 50
年でなくなる。京町家の衰退には、地価の高騰と固定資産税、相続税負担、建物の老朽化、後継ぎの不在、
近隣のホテル化、バブルや観光地化など様々な要因がある。これに対して法はどのように対処しようとし
ているか。


